


意見審議

ヤオコー岩槻本丸店
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届出概要
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店 舗 名 称 ヤオコー岩槻本丸店

設 置 者 株式会社ヤオコー 代表取締役 川野 澄人

店 舗 所 在 地 さいたま市岩槻区本丸三丁目２６５番５ ほか

用 途 地 域 第一種低層住居専用地域、第二種住居地域

店 舗 面 積 ４，９６３㎡

小 売 業 者 株式会社ヤオコー（外は未定）

営 業 時 間 午前８時００分～午後９時４５分
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届 出 日 令和６年１２月６日

新 設 日 令和７年８月７日

縦覧及び意見書
提 出 期 間

令和６年１２月１３日 ～ 令和７年４月１４日

説明会実施日 令和６年１２月２２日（日）

届出概要



１．駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商
業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項

➢駐車場について①

指針による配慮事項 関連する届出事項

収 容 台 数

合計２０５台
内訳｜店 舗 東側 駐 車 場 ① ４３台

店 舗 北側 隔地駐車場② １０２台
店舗北東側 隔地駐車場③ ６０台

※指針による必要台数 ２０５台

形 式 ・ 発 券 ブ ー ス 自走式・発券ブース無し
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１．駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商
業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項

指針による配慮事項 関連する届出事項

出 入 口 の 数 ・ 位 置

９箇所

内訳｜入口２箇所（店舗南側、隔地駐車場②西側）

出口２箇所（店舗西側、隔地駐車場②東側）

出入口５箇所（店舗東側、隔地駐車場②東側、

隔地駐車場③西側、東側）

入 庫 処 理 能 力

店舗南側 入口① 4５０台／１時間

店舗南側 出入口① 450台／１時間

ピーク1時間あたり来店車両 合計２１５台

左 折 入 出 庫 の 徹 底 及 び
歩 行 者 等 の 安 全 確 保

・駐車場出入口に路面表示及び案内看板を設置する。

・オープン時及び繁忙期に営業時間帯の繁忙時を中心に交通整理
員を適宜配置し、誘導を行う。

駐 車 待 ち ス ペ ー ス

店舗南側 入口① 約４６.７ｍ

店舗南側 出入口① 約８．６ｍ

※指針による必要スペース ０ｍ
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➢駐車場について②



１．駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商
業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項

指針による配慮事項 関連する届出事項

自 転 車 収 容 台 数

合計１４２台

内訳｜店舗北側駐輪場① １２７台 平面式

店舗北東側駐車場②  １５台 平面式

 

※立地法指針参考値による必要駐輪台数 １４２台

管 理 体 制
・従業員等が適宜巡回し整理を実施

・閉店後は閉鎖する
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➢駐輪場について



１．駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商
業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項

指針による配慮事項 関連する届出事項

位 置 ・ 面 積

店舗西側 荷さばき施設① １２０．５４㎡ （以下、①と表記）

店舗東側 荷さばき施設② １１６．６２㎡ （以下、②と表記）

店舗東側 荷さばき施設③ ７４．１２㎡ （以下、③と表記）

搬 入 車 両 専 用 出 入 口 無

搬 出 入 時 間
①、② 午前６時00分～午後１0時00分

③ 午前６時00分～午前７時４５分

7

➢荷さばき施設について①



１．駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商
業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項

指針による配慮事項 関連する届出事項

搬 出 入 車 両 台 数 ① ２5台／１日 ② ２5台／１日 ③ ２台／１日

ピ ー ク 時 間

① 午前6時、９時、１１時、１２時、午後４時、９時台

２台／１時間（内訳：４ｔ車～６ｔ車 ２台）

② 午後９時台 ３台／１時間（内訳：４ｔ車～６ｔ車 ３台）

③ 午前６時、７時台 1台／１時間（内訳：４ｔ車～６ｔ車 １台）

荷 さ ば き 処 理 時 間

ピーク時の延べ荷さばき処理時間（最大処理時間）は下記のため、
スムーズな対応が可能な見込み

①40分(2台×60分＝最大120分まで対応可）

②６0分(2台×60分＝最大120分まで対応可）

③２0分(１台×60分＝最大６０分まで対応可）
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➢荷さばき施設について②

（ ①＝店舗西側 荷さばき施設① ・ ②＝店舗東側 荷さばき施設② ・ ③＝店舗東側 荷さばき施設③ ）



１．駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商
業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項

調査地点 調査年月日

ピーク時間帯

上段：平日
下段：休日

交差点需要率
（現況→開店後）
上段：平日
下段：休日

交差点A
（城址公園入口）

令和5年１１月１２日(日)
及び

令和5年１１月１３日(月)

1７時台 0.３７９ → 0.４５３

１２時台 0.３９８ → 0.４７１

交差点Ｂ

７時台 0.６４８ → 0.７３０

１４時台 0.５８６ → 0.７４３

9

一般的に交差点需要率が0.9以下であれば円滑な交通処理が可能であると考えられている。

➢来退店経路について



１．駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商
業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項

10

指針による配慮事項 関連する届出事項

歩 行 者 の 通 行 の 利 便 の 確 保 等

• 敷地駐車場において乱走行を防止するため車止めを設置す
る

• 出入口及び交差部について、停止線及び止まれの路面標示
を行う

廃 棄 物 減 量 化 及 び
リ サ イ ク ル に つ い て の 配 慮

• マイバッグの利用促進を行う

• 計画的な商品仕入れや商品管理を行い、廃棄物の発生量を
抑制する

• 店舗から発生する廃棄物については分別を徹底し、可能な
限り再資源化に努める

防 災 ・ 防 犯 対 策 へ の 協 力

• 具体的な協力要請があった場合、可能な範囲で必要な協力
を行う

• 死角をできるだけ作らない商品陳列を心掛け、店内の適切
な位置に防犯カメラを設置する

➢その他について



２．騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止
のために配慮すべき事項

指針による配慮事項 関連する届出事項

一 般 的 対 策
• 周辺環境に悪影響を与えないよう、設備位置や店舗運用に配慮する

• 設備機器は定期点検を実施し、権威年劣化による騒音発生防止に努める

小売店舗の営業活動におけ
る 騒 音 対 策

• 荷さばき施設は段差の少ない構造とする

• 搬入車両のアイドリングストップに努めるなど、作業員の静穏意識徹底を
図る

付帯設備及び付帯施設等に
お け る 騒 音 対 策

• 駐車場内にアイドリングストップを促す掲示をし、
来店車両に対しても静穏保持を促す
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開店時刻 ～ 閉店時刻 午前８時00分～午後９時４５分

駐 車 場 利 用 可 能 時 間 帯 午前７時４５分～午後１０時００分

荷 さ ば き 可 能 時 間 帯 午前６時00分～午後１０時00分

➢騒音問題の対策について



２．騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止
のために配慮すべき事項

予測地点 予測結果の評価

A

• すべての予測地点において、
昼間及び夜間の等価騒音レベルは環境基準値を下回る

B

C

D

E

F

G

H

I
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➢騒音の予測・評価について

①等価騒音レベルの予測



２．騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止
のために配慮すべき事項

予測地点 予測結果の評価

P１

• P１、P２において、施設の敷地境界線上で基準規制値を下回る結果となった

P2
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➢騒音の予測・評価について

②夜間騒音の最大値の予測



２．騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止
のために配慮すべき事項
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指針による配慮事項 関連する届出事項

保 管 に つ い て

• 保管施設容量 店舗東側① ３６．５５㎥

店舗東側② １２．３８㎥

                          店舗西側③ １２．３９㎥

計 ３６．５５㎥

＞ 必要保管容量２３．１１㎥

※廃棄物の種類別の必要保管容量についても満たしている

保 管 方 法 に つ い て
・ 保管施設は室内保管とし、生ごみ等は密閉容器で保管をし、

悪臭の発生と拡散を防止します。

運 搬 ・ 処 理 に つ い て
• 廃棄物においては専門業者に運搬・収集を委託し、

リサイクル品は回収し、業者委託によるリサイクルを行う

➢廃棄物について



２．騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止
のために配慮すべき事項

15

指針による配慮事項 関連する届出事項

緑 化 対 策
• さいたま市みどりの条例に基づき、敷地内に緑地を確保し、緑化の推

進に努める

景 観 へ の 配 慮 • さいたま市景観条例に基づき、周囲と調和した建物とする

高齢者・身障者への配慮
• さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例に基づき、車椅子

対応駐車場を設置する

夜間照明・広告塔照明等の
計 画 と 光 害 対 策

• 周辺住宅に対して光害による悪影響を及ぼさないように、最新の注意
を払い、照射方向や照度に配慮する

➢街並みづくり等への配慮について



令和７年４月２１日 

 

関係各課意見に対する回答書 

 

さいたま市長 あて 

 

（建物設置者） 

名   称 株式会社ヤオコー         

代表者氏名 代表取締役 川野 澄人      

住   所 埼玉県川越市新宿町一丁目 10 番地 1 

 

 

「ヤオコー岩槻本丸店」の大規模小売店舗立地法手続きについて、関係各課より提出

された意見照会に対して、下記のとおり回答いたします。 

 

記 

 

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地  

名 称 ヤオコー岩槻本丸店 

所在地 さいたま市岩槻区本丸三丁目２６５番５ ほか 

 

 

２ 意見に対する回答  

別紙１、２のとおり 

 

 

 

 



 

別紙１ 

関係課 意見 回答 

埼玉県警察本部

交通規制課 

図面３ 建物配置図及び１階平面図 

・ 駐車場内ルートの幅員が６ｍしかな

いため、相互通行ではなく、一方通

行での誘導に努めること。 

 

・ 駐車枠に車止めの設置がない部分

がみられるため、特段の理由がな

い限り設置を検討すること。 

 

・ 駐車場出口に矢印を設置しない方が

「止マレ」が強調されるため、標示

をしないことも検討すること。（出入

口②、③で右左折する車両の存在が

あるかもしれないので、直進に限定

する必要性もないのではないかとい

う点も考えられる。出入口①につい

ては、矢印を引くなら左折矢印。） 

 

・来客車両のすれ違いについては開業後

に問題等が発生する場合には、運用方

法を検討いたします。 

 

・駐車枠に車止めの設置を計画しており

ます。一部緑地に接する駐車枠につい

ては緑地との境界ブロックが車止めの

役割を果たします。 

 

・出入口における矢印表示につき、ご指

摘の通り修正いたします。（出口②、出

入口②③：矢印消去、出入口①：左折

矢印）※別紙２参照 

 

 

 

北部 

土木管理課 

届出 P2：5(1)～（3）、 

届出 P3:6(1)～(4) 

・ 駐車場については、道路の構造を変

更する箇所については、道路法に基

づく施行承認、占用許可を必要に応

じ得ること。 

 

・ 歩行者と駐車場出入口の安全確保に

ついては交通整理員の配置等を適切

に行い、安全確保を徹底すること。 

 

・ 荷捌き施設については登下校時間帯

での搬入を避け、歩行者の安全確保

を徹底すること。 

 

・ 搬出入計画について開業前に近隣住

民等へも周知すること。 

 

・ 周辺道路については道路を汚損・破

損させた場合は、原形復旧するこ

と。 

 

 

・道路の構造を変更する箇所について

は、道路法に基づく施行承認、占用許

可を必要に応じて申請します。 

 

 

・開業時及び繁忙期については、適宜交

通整理員の配置を行い、安全確保に努

めます。 

 

・荷さばき作業について、登下校時間帯

での搬入は極力避けた運用とします。 

 

 

・荷さばき作業可能時間帯は地元説明会

において事前説明を行っております。 

 

・ 周辺道路を汚損・破損させた場合は、

原形復旧します。 

 

 



関係課 意見 回答 

学事課 別紙 来退店経路図（周辺） 

・ 計画地が、岩槻中学校の通学路に面

しており、来退店経路が岩槻中学校

及び岩槻小学校の通学路になってい

ます。 

  届出書に従った来退店及び搬出入が

なされるよう交通整理員へ十分な説

明を行うとともに、来客及び搬出入

者に対して注意喚起を行ってくださ

い。 

・ 交通整理員が不在の期間・時間帯に

おいても、必要に応じて要員を配置

するなどし、児童生徒の登下校の安

全確保には万全を期してください。 

 

・届出書に従った来退店及び搬出入がな

されるよう交通整理員へ十分な説明を

行うとともに、来客車両及び搬出入業

者に対して注意喚起します。 

 

 

 

 

 

・開業時には所轄警察署と協議を実施の

上、適切な位置へ交通整理員を配置い

たします。 

開業後は状況に応じて適宜対応いたし

ます。 
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店舗面積
(非物販)
32.32㎡

店舗面積
(非物販)
32.32㎡

駐輪場①:127台(別途、従業員共用12台)駐輪場①:127台(別途、従業員共用12台)

駐輪場②:15台(別途、従業員共用5台)駐輪場②:15台(別途、従業員共用5台)

自動二輪:6台自動二輪:6台

駐車場①:43台
（別途、従業員共用3台）

駐車場①:43台
（別途、従業員共用3台）

荷さばき施設②
116.62㎡

荷さばき施設②
116.62㎡

荷さばき施設①
120.54㎡

荷さばき施設①
120.54㎡

廃棄物保管施設①
11.78㎥

廃棄物保管施設①
11.78㎥ 廃棄物保管施設②

12.38㎥
廃棄物保管施設②

12.38㎥

入口①入口①

出入口②出入口②

出入口③出入口③

出入口⑤出入口⑤

出
口
②

出
口
②

出
入
口
④

出
入
口
④

出口①出口①

入口②入口②

出入口①出入口①

駐車場②:102台
（別途、従業員共用16台）

駐車場②:102台
（別途、従業員共用16台）

駐車場③:60台
（別途、従業員共用39台）

駐車場③:60台
（別途、従業員共用39台）

店舗面積
2,509.75㎡
店舗面積
2,509.75㎡

荷さばき施設③
74.12㎡

荷さばき施設③
74.12㎡

廃棄物保管施設③
12.39㎥

廃棄物保管施設③
12.39㎥

※入口①は来客車両が利用しない時間帯は、
　荷さばき車両の出庫を行います。
※入口①は来客車両が利用しない時間帯は、
　荷さばき車両の出庫を行います。

駐車待ちスペース 8.6ｍ

駐車待ちスペース 46.7ｍ

①①

①①

廃棄物保管施設①廃棄物保管施設①

④プラスチック製廃棄物

　2.11×3.20×1.5=10.13㎥

⑤生ごみ等

　1.00×1.10×1.5= 1.65㎥

④プラスチック製廃棄物

　2.11×3.20×1.5=10.13㎥

⑤生ごみ等

　1.00×1.10×1.5= 1.65㎥

廃棄物保管施設②廃棄物保管施設②

①紙製廃棄物等

　3.20×2.20×1.5=10.56㎥

②金属製廃棄物

　0.70×0.50×1.5= 0.53㎥

③ガラス製廃棄物

　0.60×0.50×1.5= 0.45㎥

⑥その他可燃性廃棄物等

　0.70×0.80×1.5= 0.84㎥

　

①紙製廃棄物等

　3.20×2.20×1.5=10.56㎥

②金属製廃棄物

　0.70×0.50×1.5= 0.53㎥

③ガラス製廃棄物

　0.60×0.50×1.5= 0.45㎥

⑥その他可燃性廃棄物等

　0.70×0.80×1.5= 0.84㎥

　 合計　　12.38㎥合計　　12.38㎥

合計　　11.78㎥合計　　11.78㎥

④④

④④

⑤⑤

②②⑥⑥

⑥⑥

③③

③③

■ 廃棄物保管施設拡大図（SCALE=1:100）■ 廃棄物保管施設拡大図（SCALE=1:100）

合計　　12.39㎥合計　　12.39㎥

廃棄物保管施設③廃棄物保管施設③

①紙製廃棄物等

　3.63×1.35×1.5=7.35㎥

③ガラス製廃棄物

　1.35×0.83×1.5=1.68㎥

④プラスチック製廃棄物

　1.35×0.83×1.5=1.68㎥

⑥その他可燃性廃棄物等

　1.35×0.83×1.5=1.68㎥

凡例

敷地境界線

荷さばき施設
①:12.3×9.8＝120.54㎡
②:11.9×9.8＝116.62㎡
③:10.9×6.8＝74.12㎡　
　　　　　 計 311.28㎡

物販店舗

非物販店舗

駐輪場

自動二輪

廃棄物保管施設
①:11.78㎥
②:12.38㎥
③:12.39㎥
計 36.55㎥

従業員共用駐車場　58台

車両諸元

6t車
全 長 : 9,120mm
全 幅 : 2,466mm
最小回転半径:   7.2m

出典：基盤地図情報（国土地理院）を編集、加工し作成

SCALE=1:800

図面３　建物配置図及び１階平面図
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